
39　　「人種化」から「統治される者」たちの共同性へ

一
・
二
　
多
層
的
連
結
が
存
在
を
編
成
す
る
こ
と

　

一
地
域
を
大
き
な
諸
編
成
の
通
過
点
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
常
に

当
該
地
域
を
地
域
研
究
の
よ
う
な
所
与
の
枠
組
み
に
閉
じ
込
め
ず
に
、

様
々
な
諸
編
成
に
接
続
さ
れ
る
通
過
点
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
そ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
出
発
す
る
。
同
時
に
社
会
運
動
を
記
述
す

る
と
い
う
こ
と
も
、
地
域
社
会
学
的
な
側
面
の
み
で
は
十
全
に
明
ら
か
に

な
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（

1
）。
こ
れ
は
と
り
わ
け
、

世
界
規
模
の
編
成
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
米
軍
基
地
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の

考
察
に
お
い
て
重
要
な
視
座
と
な
る
。

　

筆
者
の
社
会
運
動
研
究
の
地
球
的
規
模
の
関
心
は
、
帝
国
日
本
統
治
か

ら
米
軍
占
領
そ
し
て
ポ
ス
ト
復
帰
期
へ
と
琉
球
／
沖
縄
の
施
政
権
主
体
が

一
　
は
じ
め
に

一
・
一
　
本
論
の
目
的

　

本
論
の
目
的
は
、
統
治
性
の
視
点
か
ら
、
沖
縄
を
め
ぐ
る
言
説
編
制
に

お
け
る
「
人
種
化
」
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
直
接
行
動
が
生
起
し
て

い
る
現
場
を
よ
り
大
き
な
文
脈
の
結
節
点
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ

る
。
小
さ
な
一
地
域
に
お
け
る
社
会
運
動
が
、
国
民
国
家
や
資
本
お
よ
び

軍
隊
と
い
う
諸
々
の
巨
大
な
編
成
の
集
約
点
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、
社
会
運
動
と
い
う
時
空
間
、
特
に
東
村
高
江
の
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド

基
地
建
設
に
反
対
す
る
座
り
込
み
を
中
心
に
考
察
す
る
。

特
集
　「
沖
縄
研
究
」　
―
　

理
論
／
出
来
事
の
往
還

「
人
種
化
」
か
ら
「
統
治
さ
れ
る
者
」
た
ち
の
共
同
性
へ

現
代
沖
縄
の
社
会
運
動
と
統
治
性
を
考
え
る

森
啓
輔
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層
的
な
主
体
編
成
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
運
動
の
集
合
的
思
考
お
よ
び
行

為
実
践
の
間
断
無
き
諸
編
成
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

本
論
の
視
点
は
、「
資
源
動
員
」
や
「
運
動
文
化
」
と
し
て
こ
れ
ま
で

名
付
け
ら
れ
実
体
的
に
措
定
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
因
果
関
係
の
析
出
と
い

う
狭
義
の
「
運
動
論
」
と
は
異
な
る
水
準
の
力
の
諸
編
成
を
考
察
す
る
も

の
で
あ
り
、
人
間
の
思
考
と
行
為
の
間
に
因
果
性
を
求
め
る
こ
と
の
み
を

目
的
論
と
す
る
こ
と
は
方
法
と
し
て
採
用
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

「
因
果
性
」
と
い
う
既
存
の
社
会
科
学
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
概
念
に
よ
り
、

人
間
／
非
人
間
の
存
在
を
暗
黙
に
実
体
化
す
る
こ
と
が
持
つ
限
界
か
ら
逃

れ
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
実
定
的
な
分
析
枠
組
み
か
ら
漏
れ
出
て
い
た
統
治

性
を
介
し
た
対
形
象
的
な
主
体
化
の
関
係
性
を
批
判
的
に
考
察
し
た
い
。

こ
れ
は
結
果
と
し
て
「
象
徴
を
操
る
生
物
」
と
し
て
の
人
間（

6
）、
つ
ま
り

言
語
を
介
し
た
象
徴
行
為
を
形
成
し
行
為
す
る
生
物
と
し
て
の
人
間
の
実

践
を
逆
説
的
に
明
ら
か
に
す
る
枠
組
み
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

人
間
の
主
体
化
お
よ
び
従
属
化
を
、
諸
々
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
と
し
て

捉
え
る
こ
と
。
こ
の
地
点
か
ら
考
察
を
開
始
し
た
と
き
、
人
間
の
主
体
化

お
よ
び
従
属
化
の
諸
編
成
の
布
置
は
、
人
間
個
体
の
象
徴
行
為
を
超
え
出

で
て
、
非
人
間
や
モ
ノ
と
の
関
係
性
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
く
。
本
論
は
こ

の
よ
う
な
「
ポ
ス
ト
人
間
主
義
的
展
開
」（7
）あ
る
い
は
「
存
在
論
的
転
回
」

と
呼
ば
れ
る
潮
流
に
共
鳴
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
と
り
わ
け
文

化
人
類
学
で
議
論
さ
れ
つ
つ
あ
る
人
間
―
非
人
間
の
対
称
的
記
述
は（

8
）、

変
更
さ
れ
、
異
な
る
構
造
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
察
す
る
た
め
の

理
論
的
枠
組
み
の
必
要
性
と
連
動
し
て
い
る
。
近
年
、
土
井
智
義
は
ミ
シ

ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
の
議
論
を
用
い
な
が
ら
、
国
籍
を
持
つ
主
体

が
、
外
部
に
非
国
（
籍
）
民
を
構
成
す
る
こ
と
で
実
体
的
な
主
体
を
獲
得

す
る
こ
と
を
、
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
が
、
米
軍
政
の
沖
縄
占
領
以
来
始

め
て
「
国
民
（
琉
球
人
）」
と
「
外
国
人
（
非
琉
球
人
）」
と
い
う
国
籍
を

制
定
し
、
非
占
領
者
内
に
区
別
を
確
定
す
る
過
程
（
一
九
五
三
年
以
降
）

に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
考
察
し
て
い
る（

2
）。
さ
ら
に
土
井
は
琉
球
人
／

非
琉
球
人
と
い
う
国
籍
を
巡
る
軸
に
、
米
軍
要
員
／
非
米
軍
要
員
と
い
う

琉
球
列
島
統
治
の
統
治
／
被
統
治
主
体
を
加
え
つ
つ
考
察
の
幅
を
批
判
的

に
拡
張
し
て
い
る（

3
）。
本
論
で
は
統
治
性
を
巡
る
こ
れ
ら
主
体
の
関
係
的

形
成
と
い
う
視
点
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
社
会
運
動
の
思
考
や
行

為
実
践
が
持
つ
脱
領
土
性
や
偶
発
性
を
理
論
―
経
験
の
実
践
系
と
し
て
記

述
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
ド
リ
ン
・
マ
ッ
シ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
安
易

な
経
済
決
定
論
と
し
て
で
は
な
く
、「
特
定
の
力
関
係
に
お
い
て
分
節
化

し
て
は
大
地
の
上
に
空
間
と
し
て
あ
る
い
は
場
所
と
し
て
」
現
出
す
る

「
権
力
―
幾
何
学pow

er︲geom
etries

」（4
）と
し
て
社
会
運
動
を
見
る
こ

と
で
、
現
代
米
日
沖
の
関
係
性
に
お
け
る
社
会
運
動
の
位
置
を
考
察
し
た

い
。
現
代
沖
縄
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
の
「
新
自
由
主
義

―
資
本
主
義
的

グ
ロ
ー
バ
ル

0

0

0

0

0

の
ロ
ー
カ
ル

0

0

0

0

な
生
産
」（5
）を
批
判
的
に
分
析
し
な
が
ら
、「
出

来
事
」
と
し
て
の
社
会
運
動
を
結
節
点
と
し
た
関
係
的
諸
ア
ク
タ
ー
の
多
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も
継
続
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
二
年

を
主
な
対
象
と
し
な
が
ら
高
江
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
基
地
建
設
と
反
基
地
建
設

の
座
り
込
み
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が（

10
）、
本
論
で
は
二
〇
一
一
年
以
降

の
高
江
を
巡
る
政
治
社
会
の
動
き
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
二
〇
一
一
年
以

降
の
現
場
に
お
け
る
座
り
込
み
の
特
徴
は
、
沖
縄
防
衛
局
（
以
下
防
衛

局
）
が
座
り
込
み
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
て
い
る
工
程
に
対
す
る
焦
り
か
ら
、

大
人
数
の
作
業
員
を
率
い
て
現
場
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
方
で
座
り
込
み
が
効
果
的
に
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
防
衛
局
に
よ
り
住
民
が
民
事

訴
訟
で
訴
え
ら
れ
た
後
の
二
〇
〇
九
年
一
月
、
新
た
に
高
江
区
で
選
出
さ

れ
た
区
長
が
条
件
案
を
表
明
し
、
二
〇
一
〇
年
七
月
に
は
建
設
受
け
入
れ

に
伴
う
補
償
案
と
負
担
軽
減
策
を
盛
り
込
ん
だ
要
請
書
を
東
村
に
提
出
し

た（
11
）。
し
か
し
な
が
ら
、
区
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
区
民
総
会
に

よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
二
度
の
移
設
反
対
決
議
（
一
九
九
八
年
、
二
〇
〇
六

年
）
は
未
だ
覆
さ
れ
て
お
ら
ず
、
区
民
総
意
の
合
意
形
成
が
成
さ
れ
な
い

ま
ま
に
、
区
長
及
び
区
行
政
機
関
の
条
件
案
が
足
早
に
提
出
さ
れ
て
現
在

に
至
る
。
こ
の
条
件
案
提
出
を
構
造
的
に
強
化
し
て
い
る
の
が
、
沖
縄
島

北
部
を
中
心
と
し
た
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
継
続
す
る
中
央
集
権
的
補

助
金
行
政
で
あ
り（

12
）、
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
基
地
関
連
の

補
助
金
行
政
の
拡
大
に
伴
い
、
防
衛
省
が
自
治
体
の
期
待
や
交
渉
の
対
象

と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
背
景
と
し
て
あ
る（

13
）。

人
間
の
象
徴
体
系
が
中
心
に
記
述
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
、
究
極

的
に
は
「
人
種
」
と
し
て
の
人
間
の
集
合
（
的
あ
り
方
）
を
批
判
的
に
脱

人
間
化
＝
脱
自
然
化
し
つ
つ
、「
人
間
」
そ
の
も
の
が
関
係
的
に
生
成
す

る
こ
と
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
性
へ
の
視
座

か
ら
見
え
る
「
現
実
」
と
は
、
人
間
が
非
人
間
を
媒
介
と
し
な
が
ら
産
業

化
や
資
本
主
義
的
な
価
値
形
成
を
し
て
き
た
系
譜
で
あ
る
。
ま
た
、
自
己

同
一
性
の
内
的
統
一
と
し
て
看
取
さ
れ
る
感
情
が
、
関
係
的
主
体
化
を
通

し
て
自
発
的
／
能
動
的
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
を
、
感
情
の
関
係
的
配
分
を

め
ぐ
る
政
治
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
で
、
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る（

9
）。
合
理
性
／
感
情
を
人
間
の
内
に
本
質
化
し
、
人
口
に
お

け
る
諸
配
分
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
の
限
界
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
、
社

会
運
動
に
お
け
る
想
像
力
／
行
為
の
次
元
お
よ
び
可
視
的
／
不
可
視
な
も

の
の
次
元
や
、
社
会
運
動
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
力
と
知

の
結
合
の
固
有
の
編
成
と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
地
点
か

ら
現
代
沖
縄
に
お
け
る
「
人
口
」
お
よ
び
「
人
種
化
」
の
編
成
と
社
会
運

動
を
論
じ
て
い
く
。

二
　
沖
縄
を
め
ぐ
る
構
造
的
差
別
と
主
体
化
の
エ
コ
ノ
ミ
ー

　

東
村
高
江
に
お
い
て
二
〇
〇
七
年
七
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
住
民
と
支
援

者
に
よ
る
現
場
で
の
基
地
建
設
反
対
の
座
り
込
み
は
、
二
〇
一
四
年
現
在
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国
側
を
原
告
と
し
た
座
り
込
み
住
民
を
相
手
取
っ
た
通
行
妨
害
訴
訟
に

お
い
て
、
当
時
担
当
裁
判
長
で
あ
っ
た
酒
井
良
介
が
「
国
民
同
士
が
戦
争

を
し
て
い
る
の
で
は
と
思
っ
た
」（20
）と
述
べ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。
こ

れ
は
国
家
と
住
民
間
の
力
の
不
均
衡
を
隠
蔽
し
て
い
る
点
で
批
判
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
こ
の
発
言
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、「
人

口
」
と
い
う
科
学
知
の
中
で
形
成
さ
れ
た
概
念
を
用
い
て
行
わ
れ
る
近
代

統
治
を
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
国
家
的
人
種
化
の
問
題
を
通
し
て
考

察
し
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
近
代
国
民
国
家
形
成
に
お
い
て
「
国

民
化
」
が
根
幹
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
な
か
で
、
国
家
が
人
口

＝
国
民
を
形
成
し
つ
つ
、
同
時
に
間
断
無
い
人
口
化
の
過
程
の
な
か
で
正

常
／
異
常
な
主
体
を
分
断
し
人
種
化
す
る
戦
略
の
理
論
化
を
試
み
て
い
る
。

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
民
国
家
に
よ
る
人
種
化
は
一
九
世
紀
以
降
、
身

体
に
働
き
か
け
る
「
規
律
権
力
」
と
人
口
に
働
き
か
け
る
「
生
権
力
」
の

双
方
を
動
員
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
「
規
範
化
の
社
会
」（21
）の
出
現

で
あ
り
「
身
体
と
生
命
を
引
き
受
け
た
権
力
、
あ
る
い
は
身
体
と
い
う
極

と
人
口
と
い
う
極
を
合
わ
せ
持
つ
生
命
一
般
を
引
き
受
け
た
権
力
」（22
）の

出
現
を
示
し
て
い
る
。
君
主
的
権
力
が
後
退
し
て
い
く
な
か
で
、
人
種
主

義
を
国
家
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
組
み
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
「
生
権

力
」（23
）で
あ
る
。
生
権
力
は
国
家
的
人
種
主
義
が
生
物
学
的
連
続
体
と
し

て
の
人
口
の
内
部
に
「
区
切
り
」
を
入
れ
、
か
つ
「
劣
等
種
が
消
滅
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
異
常
な
個
人
が
抹
殺
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
種
に
対
し

　

二
〇
一
一
年
は
、
建
設
現
場
に
お
け
る
防
衛
局
が
雇
用
し
た
作
業
員
と

住
民
側
と
の
対
立
が
激
し
く
な
り
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
同
年
二
月
に
は
、

住
民
側
の
女
性
一
名
が
転
倒
し
て
後
頭
部
を
打
撲
、
病
院
に
搬
送
さ
れ

た（
14
）。
ま
た
防
衛
局
は
作
業
員
約
一
〇
〇
人
を
引
き
連
れ
て
作
業
を
実
施

し
た（

15
）。
そ
の
後
は
裁
判
闘
争
と
現
場
で
の
非
暴
力
直
接
行
動
が
並
行
し

た
形
で
実
践
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
九
月
に
は
Ｍ
Ｖ︲

22
オ
ス
プ
リ

ー
配
備
反
対
の
沖
縄
県
民
大
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
高
江
の
基
地

建
設
中
止
要
請
は
公
式
に
は
盛
り
込
ま
れ
ず（

16
）、
同
年
一
〇
月
に
は
沖
縄

の
米
軍
基
地
へ
の
Ｍ
Ｖ︲

22
オ
ス
プ
リ
ー
配
備
が
強
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に

同
年
三
月
一
四
日
、
日
本
政
府
を
原
告
と
す
る
那
覇
地
裁
で
の
住
民
を
相

手
取
っ
た
裁
判
が
結
審
し
、
住
民
一
名
に
通
行
妨
害
禁
止
命
令
が
下
さ
れ

た（
17
）。
判
決
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
を
奪
う
も
の
だ
と

し
た
住
民
側
弁
護
団
は
、
福
岡
高
裁
に
控
訴
す
る
。
し
か
し
二
〇
一
三
年

六
月
二
六
日
の
控
訴
審
判
決
は
、
住
民
一
名
の
通
行
妨
害
を
認
め
る
判
決

を
下
し
た
。
二
〇
一
四
年
二
月
に
は
、
六
つ
建
設
予
定
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
の

う
ち
Ｎ
4︲

1
が
完
成
、
同
年
七
月
に
は
Ｎ
4︲

2
が
完
成
し
、
防
衛
局
は

条
件
と
し
て
土
地
返
還
を
表
明
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
の
予

定
を
反
故
に
し
、
こ
れ
ら
を
先
行
提
供
す
る
こ
と
を
表
明
し
た（

18
）。
最
高

裁
へ
の
上
告
手
続
が
二
〇
一
四
年
六
月
に
一
旦
棄
却
さ
れ
つ
つ
も（

19
）、
住

民
と
支
援
団
体
は
継
続
し
て
最
高
裁
に
再
審
理
を
求
め
る
運
動
を
二
〇
一

四
年
八
月
現
在
継
続
中
で
あ
る
。
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の
人
種
化
の
水
準
は
、
国
家
に
お
け
る
人
間
の
範
疇
を
措
定
す
る
暴
力
と

し
て
の
「
人
権
」、
他
方
の
人
種
化
の
水
準
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
人

間
の
範
疇
を
措
定
す
る
「
市
民
権
」
と
し
て
定
義
付
け
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る（

29
）。
ブ
ラ
ウ
ン
の
述
べ
る
「
寛
容
」
の
言
説
は
、
国
家
的
人
種
化
が

市
民
社
会
に
向
け
て
内
部
の
他
者
に
対
す
る
「
寛
容
」
を
訴
え
る
一
方
、

国
家
自
身
が
「
安
全
」
の
た
め
に
他
者
に
対
し
自
ら
過
剰
な
暴
力
を
振
る

う
条
件
を
創
り
だ
す
た
め
の
、
人
権
―
市
民
権
の
限
定
と
国
家
へ
の
服
従

を
目
指
す
。
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
学
的
歴
史
認
識
に
お
い
て
は
、「
人
口
」

と
し
て
統
治
対
象
と
な
っ
た
人
々
の
間
に
は
常
に
分
断
線
と
闘
争
線
が
引

か
れ
抵
抗
が
起
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
常
に
は
可
視
化
で
き
な
い
。
そ
れ

が
社
会
運
動
な
ど
の
生
起
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
化（

30
）さ
れ
る
こ
と
で
浮
か
び

上
が
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
社
会
運
動
が
国
家
と
市
民
社
会

に
対
し
意
味
の
コ
ー
ド
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
重
要
性
を
帯
び
る
の
で
あ

る
。

三
　
権
力
の
諸
編
成
と
し
て
の
「
寛
容
」
の
主
体

　

沖
縄
を
め
ぐ
る
ポ
ス
ト
「
復
帰
」
期
の
沖
縄
人
主
体
は
、
資
本
主
義
発

達
期
に
お
け
る
沖
縄
の
人
々
の
身
体
の
「
労
働
力
化
」
が
日
本
人
に
な
る

こ
と
へ
の
欲
望
を
か
き
立
て
る
と
同
時
に
沖
縄
人
と
し
て
の
自
己
憐
憫
を

消
去
す
る
と
い
う
、
冨
山
一
郎
が
か
つ
て
述
べ
た
「
一
方
方
向
の
プ
ロ
セ

て
退
行
者
が
減
れ
ば
減
る
ほ
ど
、
私

―
個
人
と
し
て
で
は
な
く
種
と
し

て
の
私

―
は
よ
り
生
き
る
こ
と
に
な
る
し
、
よ
り
強
く
、
よ
り
活
力
に

溢
れ
、
よ
り
繁
殖
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」（24
）と
い
う
論
理
を

導
き
出
す
。
か
く
し
て
内
戦
の
論
理
が
国
家
的
人
種
主
義
に
よ
り
社
会
内

部
に
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
人
種
、
人
種
主
義
は
、
規
範
化
の
社
会

に
お
い
て
処
刑
が
容
認
さ
れ
る
た
め
の
条
件
」（25
）と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
死
を
与
え
る
旧
い
タ
イ
プ
の
主
権
権
力
は
、
新
た
な
タ
イ
プ
の
生
権

力
に
よ
る
国
家
的
人
種
主
義
を
通
じ
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

現
代
に
お
け
る
国
家
的
人
種
主
義
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
党
政
治
シ
ス
テ

ム
と
接
続
さ
れ
つ
つ
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
／
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
想
像
的

な
統
計
的
国
民
間
の
人
種
的
位
階
化
を
生
成
す
る
。
こ
の
機
制
に
お
い
て

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
価
値
規
範
は
、
常
に
人
口
学
に
お
け
る
平
均
的
な
主
体

を
構
成
し
て
お
り
、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
そ
こ
に

家
族
＝
経
済
関
係
、
男
性
規
範
、
お
よ
び
異
性
愛
主
義
な
ど
が
相
互
規
定

的
に
重
な
り
あ
う（

26
）。
フ
ー
コ
ー
的
な
国
家
人
種
主
義
と
ブ
ラ
ウ
ン
の

「
寛
容
」
言
説
は
、
後
者
が
よ
り
包
括
的
な
人
種
言
説
を
展
開
し
、
フ
ー

コ
ー
が
回
避
し
て
い
た
国
家
の
正
統
性
と
「
寛
容
」
言
説
の
相
補
的
働
き

を
前
景
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る（

27
）。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
基

本
的
に
両
者
は
国
家
と
市
民
社
会
と
い
う
二
つ
の
領
域
に
お
け
る
人
種
主

義
の
水
準
を
異
な
る
角
度
か
ら
考
察
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る（
28
）。
両
者
は
戦
略
に
よ
り
親
和
的
／
敵
対
的
な
場
合
が
あ
る
が
、
一
方
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編
成
を
組
織
し
な
が
ら
継
続
す
る
。
市
民
社
会
に
お
け
る
人
種
言
説
は
公

私
の
領
域
を
横
断
し
な
が
ら
、
し
か
し
同
時
に
人
種
化
に
抗
う
公
的
な
枠

組
み
の
成
立
を
阻
む
も
の
と
し
て
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
現

行
制
度
と
親
和
的
／
非
親
和
的
な
双
方
の
場
合
に
お
い
て
「
寛
容
」
に
よ

る
調
整
が
発
動
可
能
と
な
る
。

　

国
民
と
い
う
想
像
の
共
同
体
を
常
に
国
民
化
／
非
国
民
化
す
る
装
置
と

し
て
「
寛
容
」
言
説
が
登
場
す
る
と
、
統
治
主
体
が
脅
威
を
被
ら
な
い
程

度
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
去
っ
た
沖
縄
ブ
ー
ム
に
お
け
る

ク
リ
シ
ェ
と
化
し
た
沖
縄
人
主
体
の
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
資
本
表
象

（
家
長
と
し
て
の
母
、
混
血
、
虚
勢
さ
れ
た
父
、
ブ
ル
ー
・
カ
ラ
ー
）（37
）は
、

常
に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
主
体
と
し
て
の
日
本
人
主
体
（
貞
淑
な
母
、
純
血
、

一
家
の
主
と
し
て
の
父
、
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
）
の
生
産
と
対
形
象
的
に

成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
項
対
立
の
言
説
体
制
が
自
閉
的
な
感
情

構
造
を
成
立
さ
せ
、
ま
た
互
い
に
強
化
し
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
感
情

構
造
の
強
化
は
、
国
家
あ
る
い
は
市
民
社
会
の
論
理
に
矛
盾
し
な
い
範
囲

に
お
い
て
「
許
容
」
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
日
本
人
で
あ
り
か
つ
沖
縄
人
と

い
う
位
階
化
さ
れ
た
人
種
性
を
、
そ
の
主
体
に
自
発
的
に
多
文
化
主
義
と

し
て
解
釈
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
旅
行
者
と
現
地
民
と
い
う

ソ
フ
ト
な
人
種
化
を
伴
っ
た
産
業
社
会
に
お
け
る
余
暇
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ

ム
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
人
種
的
位
階
化
の
「
転
覆
」

的
言
説
で
あ
る
民
族
主
義
的
言
説
も
、
同
じ
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
。

ス
を
持
つ
一
対
の
権
力
装
置
」（31
）と
い
う
規
律
権
力
の
作
動
下
に
編
成
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
対
形
象（

32
）的
な
人
種
化
の
論
理
に
よ
り
、
復
帰
後
の
沖

縄
人
主
体
は
国
籍
を
付
与
さ
れ
る
と
同
時
に
日
本
人
主
体
に
包
摂
さ
れ
な

が
ら
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
下
位
主
体
と
い
う
位
置
で
の
み
、
統
治
権
力

に
よ
り
「
許
容
」（33
）さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
統
治
権
力
に
よ
る
二
重
の

人
種
的
位
階
化
が
、
主
体
内
部
の
亀
裂
と
し
て
感
知
さ
れ
た
り
、
ま
た
分

裂
症
と
し
て
作
用
す
る
と
述
べ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に

統
治
実
践
に
お
い
て
は
、
資
本
以
外
の
諸
権
力
の
重
層
的
編
成
に
よ
っ
て

も
力
の
通
過
点
／
係
留
点
と
し
て
の
主
体
が
形
成
さ
れ
る
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。
ゆ
え
に
労
働
主
体
と
し
て
資
本
主
義
社
会
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
力

の
み
な
ら
ず
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
お
よ
び
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
軍
隊
・
家
族

等
の
諸
権
力
の
編
成
に
よ
り
、
身
体
は
主
体
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
見
沖

縄
ブ
ー
ム（

34
）や
日
米
軍
事
同
盟（

35
）を
媒
介
と
し
た
沖
縄
人
主
体
の
多
文
化

主
義
的
社
会
に
お
け
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
到
来
と
し
て
賛
美
さ
れ
よ
う
が
、

リ
ベ
ラ
ル
多
文
化
主
義
の
根
幹
に
は
ブ
ラ
ウ
ン
が
詳
細
に
述
べ
る
と
こ
ろ

の
「
嫌
悪
の
統
御
（regulation of aversion

）」
装
置
と
し
て
の
「
寛

容
」
言
説
が
作
用
し
て
い
る
。
ま
た
「
寛
容
」
の
統
治
は
、
制
度
的
な
も

の
と
親
和
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
対
立
も
す
る
。
ゆ
え
に
占
領
期

か
ら
現
在
に
か
け
て
、
占
領
下
で
の
国
家
的（

36
）制
度
的
人
種
化
か
ら
「
民

主
主
義
国
家
」
日
本
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
制
度
が
不
在
に
な
っ
た
と
し

て
も
、「
寛
容
」
の
統
治
に
お
け
る
位
階
化
は
市
民
主
体
を
巡
り
新
た
な
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「
北
部
訓
練
場
の
過
半
を
返
還
す
る
大
き
な
目
的
の
た
め
で
、
反
対
と

い
う
こ
と
自
体
私
に
は
な
か
な
か
合
点
が
い
か
な
い
」（39
）（
二
〇
一
一
年
、

元
沖
縄
防
衛
局
田
中
聡
局
長
）

「
反
対
行
動
を
す
る
人
も
い
る
と
思
う
。
状
況
を
把
握
し
な
が
ら
、
よ

く
相
談
し
、
し
っ
か
り
調
整
し
な
が
ら
区
民
に
説
明
し
た
い
。
説
明
は

工
事
と
並
行
し
て
行
い
た
い
」（40
）（
二
〇
一
〇
年
、
元
沖
縄
防
衛
局
真
部

朗
局
長
）

「
二
割
を
犠
牲
に
し
て
で
も
八
割
を
生
か
し
た
ほ
う
が
い
い
」（41
）（
二
〇

〇
八
年
、
元
東
村
長
）

　

東
村
高
江
に
お
け
る
反
対
運
動
は
、
一
九
九
六
年
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合
意
に
お

け
る
北
部
訓
練
場
北
側
「
過
半
」
返
還
の
条
件
と
し
て
、
南
側
の
残
存
施

設
に
返
還
側
の
ヘ
リ
着
陸
帯
（
以
下
ヘ
リ
パ
ッ
ド
と
明
記
）
を
建
設
す
る

計
画
が
開
示
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
二
〇
〇
六
年
の
二
月
、
日
米

合
同
委
員
会
後
に
移
設
ヘ
リ
パ
ッ
ド
の
位
置
が
決
定
さ
れ
、
高
江
区
の
近

隣
に
建
設
さ
れ
る
形
に
な
っ
た（

42
）。
し
か
し
「
過
半
」
返
還
は
ヘ
ク
タ
ー

ル
数
の
約
五
一
％
の
水
準
で
あ
り（

43
）、
半
分
を
わ
ず
か
に
超
え
る
に
過
ぎ

な
い
レ
ト
リ
ッ
ク
重
視
の
言
説
で
あ
っ
た
。

　

高
江
に
お
け
る
住
民
運
動
に
対
し
て
、
政
府
役
人
や
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

に
追
従
す
る
地
域
エ
リ
ー
ト
が
「
不
寛
容
」
の
言
葉
を
社
会
運
動
主
体
に

　

現
代
の
新
基
地
建
設
に
反
対
す
る
住
民
は
こ
の
二
元
論
的
機
制
に
お
い

て
、
対
形
象
的
に
想
定
さ
れ
た
「
お
行
儀
の
良
い
主
体
」
か
ら
は
過
剰
に

「
逸
脱
」
し
た
存
在
と
し
て
人
種
化
さ
れ
、
規
格
外
で
想
定
外
の
切
片
あ

る
い
は
は
ず
れ
値
と
な
る
。
は
ず
れ
値
と
し
て
の
人
種
化
は
、
統
計
学
的

人
口
＝
国
民
か
ら
の
逸
脱
、
す
な
わ
ち
非
人
口
＝
非
国
民
と
し
て
表
象
さ

れ
続
け
る
。
こ
の
非
人
口
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
例
え
ば
経
済
的
主
体
と

し
て
の
主
体
形
成
は
認
め
る
代
わ
り
に
、
政
治
的
な
主
体
形
成
は
禁
止
す

る
、
と
い
っ
た
多
層
的
位
階
化
と
し
て
編
成
さ
れ
、
主
体
化
さ
れ
る
こ
と

と
な
る（

38
）。
こ
の
主
体
形
成
の
多
層
的
位
階
化
は
、
市
民
社
会
内
部
に
お

い
て
も
経
済
的
主
体
と
政
治
的
主
体
間
の
断
絶
を
呼
び
込
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

四
　
現
場
を
「
人
種
的
」
に
見
る
眼
差
し
は 

　
　
　
い
か
に
し
て
可
能
か
？

　

そ
れ
で
は
、
運
動
の
主
体
を
「
人
種
」
的
に
見
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば

他
者
を
「
人
種
」
と
し
て
形
成
す
る
認
識
は
現
場
を
ど
の
よ
う
に
対
象
化

す
る
こ
と
で
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
統
治
権
力
が
期
待
す
る
主
体
と
比

較
す
る
と
、
過
剰
に
主
体
化
さ
れ
た
「
主
体
」
と
し
て
運
動
を
み
な
す
言

説
は
、
例
え
ば
高
江
の
座
り
込
み
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
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に
か
か
わ
る
普
遍
主
義
、
平
等
主
義
と
い
っ
た
、
リ
ベ
ラ
ル
な
言
説
の
ほ

か
の
要
素
の
代
補
」（47
）と
し
て
機
能
し
「
従
属
化
と
周
辺
化
」（48
）の
主
体
形

成
を
継
続
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
主
体
が
行
為
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
本
質

化
し
、
統
治
主
体
に
よ
る
過
剰
な
暴
力
の
行
使
や
行
政
法
の
不
十
分
な
順

守
と
い
っ
た
出
来
事
が
運
動
主
体
に
対
し
て
作
用
す
る
こ
と
で
正
当
化
さ

れ
る
の
で
あ
り
、「
国
際
的
な
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
性
の
し
ば
し
ば
暴
力
的

な
帝
国
主
義
を
正
統
化
す
る
役
割
を
果
た
」（49
）す
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
様
々
な
現
場
で
の
長
年
の
建
設
拒
否
の
直
接

行
動
が
切
り
開
い
た
可
能
性
が
、
法
や
規
律
の
権
力
作
用
を
押
し
と
ど
め

た
か
ら
こ
そ
「
寛
容
」
の
言
説
が
登
場
し
た
面
も
否
定
で
き
な
い
。
国
家

は
社
会
的
に
従
属
的
な
集
団
の
要
求
と
交
渉
す
る
と
き
に
「
平
等
な
処
遇

と
い
う
約
束
を
守
れ
な
く
な
り
、
平
等
よ
り
も
差
異
に
焦
点
を
あ
て
る
よ

う
に
な
る
と
、
寛
容
に
つ
い
て
騒
々
し
く
語
り
始
め
る
」（50
）の
で
あ
る
。

そ
れ
が
上
記
の
発
言
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。「
寛
容
」
は
不
平
等
を
差
異

で
覆
い
隠
す
の
で
あ
る
。

五
　
体

モ
デ
ル
･
マ
イ

モ

モ
デ
ル制
翼
賛
型
少
数
者
形
成
と
人
種
化
の
内
戦

　

こ
の
よ
う
に
、
国
家
と
資
本
の
枠
を
超
え
な
い
と
い
う
範
囲
に
お
い

て
主
体
を
「
制
限
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
呼
び
か
け
は
、
沖
縄
人
と
自

己
画
定
さ
れ
た
内
部
か
ら
も
起
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な

発
話
す
る
時
、
力
を
持
つ
も
の
の
「
普
遍
」
と
し
て
の
位
置
か
ら
の
眼
差

し
が
成
立
し
て
い
る
。
防
衛
局
に
よ
る
建
設
計
画
の
説
明
責
任
の
著
し
い

欠
如
と
不
誠
実
さ
か
ら
、
直
接
行
動
を
有
し
て
抗
議
す
る
住
民
を
裁
判
で

訴
え
る
こ
と
を
、「
説
明
と
工
事
」
は
平
行
し
て
行
う
と
い
う
矛
盾
を
語

る
そ
の
高
み
。
数
字
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
言
説
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
重
視
し
、

同
時
に
建
設
計
画
に
直
接
影
響
を
受
け
る
人
々
の
生
活
が
「
犠
牲
」
に
な

っ
て
も
是
と
す
る
、「『
過
半
』
返
還
」
や
「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
大

義
に
集
落
を
従
属
さ
せ
る
語
り
。
そ
も
そ
も
、
想
定
さ
れ
た
「
主
体
」
像

を
逸
脱
し
た
他
者
に
対
し
て
、
そ
の
主
体
形
成
の
是
正
を
要
求
す
る
と
い

う
権
利
や
、
行
為
の
源
泉
を
主
体
に
閉
じ
込
め
て
人
種
化
す
る
論
理
は
ど

の
よ
う
に
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

に
お
い
て
普
遍
的
な
文
明
が
不
寛
容
に
直
面
す
る
際
の
論
理
を
こ
う
指
摘

し
て
い
る
。
普
遍
主
義
と
し
て
の
寛
容
な
文
明
が
自
ら
の
限
界
に
ぶ
つ
か

る
と
き
、「
そ
れ
は
政
治
的
あ
る
い
は
文
化
的
な
差
異
に
遭
遇
し
た
と
は

い
わ
ず
に
、
文
明
そ
れ
自
体
の
限
界
に
遭
遇
し
た
」（44
）と
述
べ
る
。
こ
う

し
て
他
者
を
存
在
論
的
に
差
異
化
し
、
自
己
と
他
者
の
間
に
「
寛
容
が
流

通
さ
せ
て
い
る
存
在
論
、
情
動
、
エ
ー
ト
ス
と
い
う
反
政
治
的
な
言

語
」（45
）を
言
説
体
制
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
確
立
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り

「
権
力
、
社
会
的
、
正
義
と
い
う
言
語
」（46
）か
ら
成
る
言
説
体
制
を
成
立
さ

せ
る
基
盤
を
削
り
取
っ
て
い
く
。
と
り
わ
け
一
九
七
二
年
以
降
も
、
沖
縄

の
人
々
の
権
利
要
求
に
対
し
て
、「
寛
容
が
、
従
属
化
と
周
辺
化
の
是
正
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れ
た
共
同
体
内
部
の
経
済
的
、
お
よ
び
性
差
の
差
異
と
不
平
等
を
後
景
化

す
る
働
き
を
担
う
。

　

体

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

･

モ
デ
ル制翼
賛
型
少
数
者
は
ま
た
、
翻
訳
者
＝
立
法
者（

57
）と
し
て
行
政
機
関

に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
主
体
は
言
わ
ば
行
為
遂
行
的
な
体

制
翼
賛
型
少
数
者
で
あ
り
か
つ
沖
縄
に
対
す
る
「
寛
容
」
の
言
説
を
率
先

し
て
語
る
主
体
で
あ
る
。
仲
井
眞
県
政
の
沖
縄
県
は
、
二
〇
一
二
年
四
月

に
地
域
安
全
政
策
課
を
設
立
す
る
。
地
域
安
全
政
策
課
の
研
究
員
と
し
て

発
言
す
る
吉
川
由
紀
枝
は
、
米
・
日
・
沖
の
差
異
の
「
空
間
化
」
と
三
項
間

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
配
分
を
取
り
結
び
調
整
す
る
体

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

･

モ
デ
ル制翼
賛
型
少
数
者

の
典
型
で
あ
る
と
言
え
る
。「
沖
縄
米
軍
基
地
に
つ
い
て
の
誤
解
（M

is-

understandings on the U
S M

ilitary Bases in O
kinaw

a

）」（58
）と
題

し
た
論
文
に
お
い
て
、
吉
川
の
表
象
す
る
沖
縄
県
民
は
人
口
統
治
対
象
と

し
て
の
「
沖
縄
県
民
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
意
識
の
空
間
化
の
巧
妙
な
峻
別

が
行
わ
れ
て
い
る
。
論
文
は
英
語
で
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
英
語
言
説
体
制

に
向
け
て
「
翻
訳
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

吉
川
の
論
理
が
興
味
深
い
の
は
、「
沖
縄
は
基
地
経
済
に
依
存
し
て
い

る
」「
沖
縄
米
軍
基
地
に
つ
い
て
『
サ
ラ
ミ
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
』
を
用
い
て

い
る
」「
沖
縄
は
金
が
欲
し
い
だ
け
だ
」
と
い
う
三
つ
の
仮
説
を
提
示
し

な
が
ら
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
な
か
で
、
沖
縄
の
経
済
成
長
お
よ
び
日
米
同

盟
の
物
質
的
絆
と
し
て
の
米
軍
基
地
の
共
在
可
能
性
の
た
め
に
、
海
兵
隊

基
地
の
み

0

0

を
撤
去
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
日
米
沖
間

ら
な
い
。
こ
れ
は
体

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

･

モ
デ
ル
制
翼
賛
型
少
数
者
と
し
て
の
主
体
化
で
あ
る
。

体

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

･

モ
デ
ル制翼
賛
型
少
数
者
と
は
酒
井
直
樹
に
よ
る
定
義
に
よ
れ
ば
「
植
民
地
支

配
の
な
か
で
少
数
者
が
し
ば
し
ば
陥
る
自
己
確
定
の
形
態
」（51
）で
あ
り

「
自
己
の
民
族
性
や
社
会
的
身
元
の
多
数
者
に
よ
る
認
知
を
要
求
し
つ
つ
、

同
時
に
本
人
を
『
少
数
者
』
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
体
制
に
翼
賛
す
る
、

つ
ま
り
体
制
の
基
本
構
造
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
」（52
）主
体
化
で
あ
る
。

体

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

･

モ
デ
ル制翼
賛
型
少
数
者
と
し
て
の
沖
縄
人
と
い
う
表
象
は
、
高
良
倉
吉
ら
の

「
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
に
代
表
さ
れ
る
、
日
米
安
全
保
障
体
制
を
下

か
ら
支
え
る
沖
縄
主
体
の
登
場
か
ら
顕
著
に
表
れ
て
い
る（

53
）。
高
良
の
論

理
は
、
伊
波
普
猷
と
新
川
明
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
米
国
と
の
「
人
種
的

差
異
」（54
）お
よ
び
日
本
と
の
「
文
化
的
差
異
」
に
よ
り
沖
縄
の
特
異
性
を

際
だ
た
せ
る
。
さ
ら
に
復
帰
運
動
を
焦
点
化
し
な
が
ら
、
日
本
国
家
へ
の

沖
縄
の
人
々
の
帰
属
の
欲
望
を
米
国
統
治
か
ら
日
本
統
治
へ
の
希
求
と
読

み
つ
つ
、
日
沖
の
歴
史
的
相
違
を
超
え
て
い
か
に
し
て
国
民
統
合
が
可
能

な
の
か
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
高
良
の
視
点
は
「
歴
史
責
任
の

主
体
」（55
）を
追
及
す
る
よ
り
も
「
未
来
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」（56
）を
沖
縄
主

体
が
い
か
に
し
て
担
う
の
か
、
と
い
う
過
去
忘
却
型
の
議
論
へ
と
収
斂
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
議
論
の
核
心
は
「
沖
縄
」
と
い
う
主
体
の
日
米
沖

の
関
係
に
お
け
る
調
整
的
位
置
の
画
定
で
あ
る
。
酒
井
が
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
神
話
の
一
つ
の
形
態
で
あ
り
、
人
種
的
で
均
質
的

な
自
己
表
象
は
、
外
部
と
の
民
族
的
対
形
象
的
差
異
化
に
よ
り
、
措
定
さ
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は
返
還
を
求
め
る
声
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を

成
立
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
論
文
は
「
ま
ず
暫
定

的
に
海
兵
隊
を
岩
国
、
嘉
手
納
、
プ
ラ
ス
／
あ
る
い
は
自
衛
隊
基
地
に
移

動
す
る
こ
と
で
普
天
間
を
空
に
し
、
日
本
政
府
が
普
天
間
代
替
施
設
と
し

て
適
切
な
場
所
を
探
す
時
間
を
か
せ
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
場
所
に
普
天
間
基

地
を
移
設
」（62
）す
る
こ
と
は
検
討
に
値
す
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
二
〇
一

二
年
に
お
け
る
辺
野
古
と
高
江
に
お
け
る
新
基
地
建
設
に
対
す
る
仲
井
眞

県
政
の
政
治
的
立
ち
位
置
を
表
し
て
お
り
、
こ
れ
が
沖
縄
の
発
話
主
体
と

し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

酒
井
が
述
べ
る
よ
う
に
、
翻
訳
者
は
一
つ
の
「
境
界
」
と
し
て
、
二
つ

の
国
民
国
家
言
語
（
圏
）
を
分
離
し
純
化
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
日

米
は
別
々
に
行
動
し
て
い
る
と
い
う
分
離
的
主
権
が
担
保
さ
れ
る
が
、
ま

さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
り
戦
後
日
本
統
治
を
め
ぐ
る
日
米
の
ト
ラ
ン
ス
・
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
な
「
共
犯
性
の
関
係
」（63
）は
完
成
さ
れ
る
。
同
時
に
、
米
軍

自
体
の
人
口
動
態
は
法
に
よ
り
公
開
を
規
制
さ
れ
、
民
間
人
は
米
軍
「
人

口
」
の
動
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
米
軍
要
員

の
越
境
的
な
フ
ロ
ー
を
不
可
視
化
し
、
米
軍
の
沖
縄
に
お
け
る
認
識
論
的

「
分
離
」（64
）を
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

の
資
本
と
軍
隊
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
調
整
装
置
（
お
よ
び
嘉
手
納
基
地
統
合

案
）
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
発
表
の
後
、
論
文
は
沖
縄
側

か
ら
批
判
を
受
け
た
が（

59
）、
吉
川
は
論
文
に
お
い
て
積
極
的
に
「
沖
縄
人

口
」
の
欲
望
の
語
り
を
引
き
受
け
る
か
の
よ
う
に
演
じ
つ
つ
、
世
論
調
査

な
ど
の
「
人
口
科
学
」
の
手
続
さ
え
経
る
こ
と
な
く
人
口
の
政
治
偏
向
を

構
成
し
て
い
く
。
吉
川
は
、
日
米
国
家
間
に
位
置
し
な
が
ら
同
時
に
日
米

政
府
に
対
し
て
沖
縄
の
「
人
口
」
の
欲
望
を
「
翻
訳
」
す
る
主
体
と
し
て

登
場
す
る
。
こ
の
主
体
形
成
は
フ
ー
コ
ー
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
三
つ
の
権

力
機
能
、
す
な
わ
ち
「
法
は
禁
止
す
る
。
規
律
は
命
令
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
安
全
は
本
質
的
に
言
っ
て
禁
止
も
命
令
も
せ
ず

―
し
か
し
実
際

に
は
禁
止
と
命
令
の
側
に
あ
る
い
く
つ
か
の
道
具
を
手
に
し

―
、
あ
る

現
実
に
応
答
す
る
」（60
）と
い
う
権
力
機
能
（
法
・
規
律
・
安
全
）
を
鑑
み

れ
ば
、
人
口
的
布
置
に
お
け
る
沖
縄
の
政
治
（
人
口
）
動
態
は
、
在
沖
駐

留
米
軍
と
日
米
沖
エ
リ
ー
ト
の
統
治
に
と
っ
て
「
安
全
」
水
準
で
あ
る
と

明
示
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
吉
川
が
（
六
〇
％
と
定
義
し
慌
て
て
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
と
名
付
け
る
こ
と
で
）（61
）「
人
口
」
と
し
て
の
沖
縄
県
民
に
対
し

て
呼
び
か
け
る
と
い
う
発
話
構
造
そ
の
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。（
政

党
）
政
治
的
な
関
心
を
持
た
な
い
と
措
定
さ
れ
る
沖
縄
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

の
身
体
は
、
政
治
学
―
人
口
学
が
そ
の
知
の
中
で
焦
点
化
す
る
制
限
主
体

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
逆
説
的
だ
が
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
基
地
問
題

に
大
し
た
関
心
を
示
し
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
基
地
の
現
状
維
持
、
あ
る
い
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既
存
の
オ
ス
プ
リ
ー
・
パ
ッ
ド
の
周
辺
に
は
、
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
を
始
め
と

し
て
、
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
、
ホ
ン
ト
ウ
ア
カ
ヒ
ゲ
、
ア
マ
ミ
ヤ
マ
シ
ギ
、

カ
ラ
ス
バ
ト
な
ど
の
絶
滅
危
惧
種
や
、
そ
の
他
多
く
の
希
少
な
虫
類
、
両

整
理
、
昆
虫
が
生
息
し
て
い
る（

69
）。
さ
ら
に
新
設
予
定
の
六
つ
の
ヘ
リ
パ

ッ
ド
周
辺
に
は
、
上
記
の
絶
滅
危
惧
鳥
類
や
希
少
動
植
物
に
加
え
て
、
オ

キ
ナ
ワ
セ
ッ
コ
ク
、
ク
ニ
ガ
ミ
ト
ン
ボ
ソ
ウ
が
絶
滅
危
惧
植
物
種
と
し
て

発
見
さ
れ
て
い
る（

70
）。
し
か
し
防
衛
局
の
環
境
影
響
調
査
は
、
沖
縄
県
環

境
影
響
評
価
条
例
（
一
九
九
七
年
六
月
公
布
、
九
九
年
六
月
施
行
）
を
順

守
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
「
自
主
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
で
あ
る
こ
と
は
指
摘

す
る
必
要
が
あ
る
。
防
衛
局
は
環
境
影
響
評
価
条
例
に
は
「
ヘ
リ
ポ
ー

ト
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
「
ヘ
リ
パ
ッ
ド
」
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
県

の
基
準
に
従
わ
ず
に
、
県
行
政
と
市
民
運
動
の
介
入
を
排
除
す
る
形
で
、

自
ら
環
境
調
査
を
行
う
こ
と
で
正
当
性
を
担
保
し
よ
う
と
し
た（

71
）。「
ヘ

リ
パ
ッ
ド
い
ら
な
い
」
住
民
の
会
と
支
援
団
体
は
二
〇
一
〇
年
の
沖
縄
防

衛
局
長
に
対
す
る
公
開
質
問
状
に
お
い
て
、
こ
の
点
を
鋭
く
指
摘
し
、
県

環
境
条
例
に
沿
っ
た
ア
セ
ス
の
実
施
を
求
め
て
い
た（

72
）。

　

し
か
し
な
が
ら
「
特
定
の
動
植
物
の
生
態
系
を
守
る
」
と
い
う
限
定
的

範
囲
で
の
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
そ
れ
自
体
に
限
界
を
内
包
し
て
も
い

る
。
一
九
七
〇
年
の
伊
部
岳
実
弾
演
習
場
建
設
阻
止
闘
争
に
お
い
て
、
当

事
者
自
治
体
で
あ
っ
た
国
頭
村
は
、
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
の
鳥
獣
保
護
区
が

建
設
予
定
地
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
。
こ
れ
は
闘
争
に
お
い
て

六
　
オ
ス
プ
リ
ー
の
政
治
経
済
学
と
非
人
間
の
純
化 

　
　
　
　

―
　

環
境
保
護
の
「
自
然
化
」
と
い
う
陥
穽

　

一
九
九
六
年
一
二
月
の
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
最
終
合
意
か
ら
一
六
年
後
の
二
〇
一

二
年
、
沖
縄
で
の
大
規
模
な
反
対
運
動
を
押
し
切
っ
て
配
備
さ
れ
た
Ｍ

Ｖ︲

22
オ
ス
プ
リ
ー
は
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
計
画
だ
っ
た
の
か
。
真

喜
志
好
一
が
い
ち
早
く
考
察
し
て
い
た
よ
う
に（

65
）、

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合
意
に
お

け
る
米
軍
再
編
計
画
は
北
部
に
お
け
る
海
兵
隊
の
一
大
拠
点
建
設
で
あ
っ

た（
66
）。
米
国
防
総
省
の
環
境
影
響
評
価
書
（
二
〇
一
二
年
）
に
よ
れ
ば
、

新
設
さ
れ
た
Ｍ
Ｖ︲

22
オ
ス
プ
リ
ー
飛
行
中
隊
訓
練
は
、
現
存
の
訓
練
区

域
で
あ
る
伊
江
島
訓
練
施
設
（
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｆ
）、
北
部
訓
練
場
（
Ｎ
Ｔ
Ａ
）、

そ
し
て
中
部
に
位
置
す
る
中
央
訓
練
場
（
Ｃ
Ｔ
Ａ
）
に
跨
が
っ
て
展
開
さ

れ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
配
備
さ
れ
て
い
た
Ｃ
Ｈ︲

46
Ｅ
型
ヘ
リ
中
隊
が

利
用
し
て
い
た
訓
練
施
設
を
受
け
継
ぐ
形
で
展
開
さ
れ
、
Ｍ
Ｖ︲
22
オ
ス

プ
リ
ー
飛
行
中
隊
訓
練
は
、
合
計
五
〇
箇
所
の
着
陸
帯
を
離
着
陸
作
戦
に

必
要
と
し
て
い
た（

67
）。
こ
の
作
戦
に
は
、
全
て
の
在
日
海
兵
隊
の
Ｃ

Ｈ︲

46
型
ヘ
リ
を
海
兵
隊
普
天
間
基
地
の
Ｍ
Ｖ︲

22
中
隊
二
隊
に
置
き
換
え

る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た（

68
）。
海
兵
隊
の
オ
ス
プ
リ
ー
中
隊
配
備
計
画
の

一
つ
の
拠
点
対
象
と
な
っ
た
の
が
、
残
存
す
る
北
部
訓
練
場
に
新
設
予
定

の
六
つ
の
オ
ス
プ
リ
ー
・
パ
ッ
ド
（
Ｌ
Ｚ
17
、
17
ｂ
、
Ｎ︲

1
ａ
、
Ｎ︲

1

ｂ
、
Ｈ
、
Ｇ
）
で
あ
る
。
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七
　
お
わ
り
に 

　
　
　「
人
種
化
」
か
ら
「
統
治
さ
れ
る
者
　

―
　

モ
ノ
の
権
利
」 

　
　
　
の
抗
争
的
諸
編
成
へ

　

こ
れ
ら
関
係
的
主
体
化
お
よ
び
従
属
化
の
力
は
、
運
動
主
体
を
様
々
な

回
路
か
ら
捕
捉
す
る
。
反
基
地
闘
争
の
非
暴
力
直
接
行
動
に
よ
る
実
践
は
、

フ
ー
コ
ー
の
先
の
権
力
定
式
（
法
・
規
律
・
安
全
）
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、

権
力
回
路
に
包
摂
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
の
外
部
に
排
除
さ
れ
る
「
西
洋
の

否
定
」
と
し
て
の
残
余（

74
）主
体
か
ら
開
始
さ
れ
る
闘
争
で
あ
る
。
残
余
と

し
て
の
主
体
は
力
の
多
様
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
生
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
国

民
国
家
行
政
の
知
や
司
法
に
よ
る
禁
止
と
命
令
、
さ
ら
に
は
市
民
社
会
の

同
化
圧
力
と
い
う
規
律
、
あ
る
い
は
「
二
級
市
民
」
あ
る
い
は
「
人
間
以

下
」
と
い
う
地
位
に
留
め
置
か
れ
る
人
種
化
と
し
て
効
果
す
る
。
こ
の

「
二
級
市
民
」「
人
間
以
下
」
と
「
一
級
市
民
」「
人
間
」
の
間
の
差
異
に

お
い
て
、「
普
遍
―
西
洋
」
を
自
認
す
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
編
成
は
転
落
の

恐
怖
を
抱
く
の
で
あ
り
、
こ
の
恐
怖
は
残
余
を
排
除
す
る
こ
と
で
し
か
、

自
ら
の
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
論
理
に
基
づ
い
て
い

る
。
し
か
し
残
余
を
作
り
出
し
た
の
は
他
で
も
な
い
「
普
遍
―
西
洋
」
自

身
の
対
形
象
的
幻
想
な
の
で
あ
り
、「
普
遍
―
西
洋
」
と
し
て
の
「
日
本

人
」
主
体
が
常
に
自
ら
が
「
非
日
本
人
」
主
体
で
あ
る
こ
と
に
不
安
を
抱

え
る
こ
と
で
、「
非
日
本
人
」
で
あ
る
自
ら
を
否
認
す
る
と
い
う
二
重
の

一
定
の
効
果
を
持
っ
て
は
い
た
が
、
結
果
と
し
て
村
民
の
生
活
環
境
保
護

を
含
め
た
解
決
で
は
な
く
、
特
定
の
動
植
物
を
保
護
す
る
名
目
で
米
国
・

米
軍
政
は
実
弾
演
習
こ
そ
中
止
し
た
も
の
の
、
基
地
は
保
持
し
訓
練
を
継

続
し
た
の
で
あ
っ
た（

73
）。
同
様
に
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
の
た
め
に
行
わ
れ
た

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
方
法
論
（
計
量
地
理
学
的
メ
ッ
シ
ュ
化
に
よ
る
土

地
の
計
量
化
、
動
植
物
、
地
質
、
大
気
お
よ
び
飛
行
騒
音
の
計
量
化
に
よ

る
評
価
）
は
、
生
活
す
る
人
々
を
含
め
た
生
態
系
へ
の
配
慮
と
い
う
よ
り

も
、
自
然
科
学
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
た
非
人
間
世
界
に
お
い
て
の
み
適

用
さ
れ
て
い
た
。
環
境
影
響
評
価
の
方
法
論
は
フ
ー
コ
ー
の
述
べ
る
統
治

性
の
権
力
の
一
側
面
を
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
口
を
巡
る
政
治
的
言

説
に
お
い
て
「
人
種
化
」
さ
れ
「
生
き
る
必
要
が
な
い
」
と
名
指
さ
れ
る

高
江
の
人
々
は
、
環
境
影
響
評
価
と
い
う
自
然
科
学
の
方
法
論
内
部
に
お

い
て
は
「
自
然
」
か
ら
分
離
さ
れ
対
象
外
と
さ
れ
る
こ
と
で
「
生
き
る
に

任
せ
る
」
対
象
と
し
て
主
体
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
人
口
」
か
ら
は
生
き

る
に
足
り
な
い
外
れ
値
と
し
て
除
外
さ
れ
、
さ
ら
に
「
自
然
」
か
ら
は

「
人
間
」
と
し
て
除
外
さ
れ
る
こ
と
で
生
態
系
の
循
環
か
ら
不
可
視
に
さ

れ
る
。
ゆ
え
に
、
高
江
の
人
々
は
社
会
―
自
然
と
い
う
言
説
の
双
方
か
ら

二
重
に
そ
の
存
在
を
除
外
さ
れ
、
言
わ
ば
残
余
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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い
て
は
一
点
に
留
ま
る
こ
と
だ
が
、
常
に
抗
争
的
な
交
渉
を
通
し
た
諸
編

成
に
よ
り
む
し
ろ
関
係
性
と
し
て
は
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ
な
「
運
動
」
を
間
断

な
く
行
っ
て
い
る
。
時
に
は
「
運
動
」
に
よ
り
疲
弊
す
る
自
己
の
統
治
の

速
度
を
緩
め
、
一
時
的
な
距
離
を
保
ち
、
も
う
一
度
人
間
の
共
在
性
へ
と

自
ら
を
投
企
す
る
こ
と
。
そ
の
繰
り
返
す
円
環
の
差
異
が
、
異
な
る
現
場

の
編
成
を
ま
た
作
り
だ
し
て
い
く
の
で
あ
り（

80
）、
ま
た
異
な
る
自
己
に
よ

る
自
己
統
治
を
到
来
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
不
均
衡
な
対
形
象
的
主
体
形
成
の
相
補
的
で
（
ネ
オ
）
リ

ベ
ラ
ル
な
調
整
に
抗
う
脱
軍
事
化
の
社
会
運
動
は
、
市
民
の
権
利
と
し
て

の
「
人
権
」
よ
り
も
根
底
的
な
権
利
を
要
求
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
人

権
」
を
訴
え
る
者
の
位
置
は
、
逆
説
的
だ
が
人
権
―
市
民
権
の
外
部
よ
り

開
始
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、「
人
権
」
を
訴
え
る
者
の
位
置
の
政
治
的
権

利
を
も
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
寛
容
」
の
政
治
が
覆
い
隠
す

の
は
、
人
権
―
市
民
権
が
常
に
／
既
に
国
家
と
市
民
社
会
に
お
い
て
不
平

等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
で
あ
り
、
そ
の
現
実
を
隠
し
き
れ
な

く
な
っ
た
と
き
、
差
異
の
言
説
は
、
人
種
的
な
言
説
を
動
員
し
「
人
権
」

の
平
等
へ
の
道
を

―
し
ば
し
ば
リ
ベ
ラ
ル
市
民
社
会
の
お
行
儀
の
良
い

規
律
化
を
経
由
し
な
が
ら

―
阻
害
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
諸
言
説
の
発

動
が
市
民
社
会
の
「
安
全
」
と
い
う
名
の
下
に
国
家
統
治
と
連
携
さ
れ
な

が
ら
進
め
ら
れ
る
際
に
は
、
人
権
―
市
民
権
の
擁
護
は
益
々
困
難
を
極
め

る（
81
）。
こ
の
普
遍
主
義
が
不
可
避
的
に
持
つ
規
範
と
例
外
主
義
を
回
避
し

否
定
を
通
し
て
「『
日
本
人
で
あ
る
』
同
一
性
」（75
）を
確
認
す
る
の
だ
。

　

他
方
、
統
治
権
力
に
曝
さ
れ
つ
つ
も
、
直
接
行
動
の
現
場
は
、
人
間
と

非
人
間
の
共
在
的
な
編
成
を
め
ぐ
る
「
社
会
的
な
も
の
の
構
成
に
お
け
る

不
断
の
抗
争
的
プ
ロ
セ
ス
」（76
）と
し
て
あ
る
。
異
質
な
関
係
的
存
在
を
、

衝
突
不
可
能
性
を
介
し
て
い
か
に
共
在
さ
せ
て
い
く
の
か
を
実
践
す
る
現

場
が
、
ま
さ
に
抗
争
の
政
治
学（

77
）と
し
て
開
か
れ
て
い
る
運
動
の
現
場
な

の
で
あ
る
。
高
江
の
座
り
込
み
は
住
民
と
支
援
者
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、

非
暴
力
直
接
行
動
に
根
ざ
し
つ
つ
継
続
さ
れ
て
い
る
。
座
り
込
み
に
よ
る

非
暴
力
直
接
行
動
は
、
酒
井
隆
史
が
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
解
放
実
践

と
思
想
を
考
察
す
る
な
か
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、（
一
）
社
会
の
中
に
制

度
化
さ
れ
て
い
る
構
造
的
暴
力
、
そ
し
て
（
二
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
は
ら

む
潜
勢
力
、
を
同
時
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る（

78
）。

自
ら
の
生
を
構
造
的
に
規
定
す
る
暴
力
に
抗
い
つ
つ
、
同
時
に
い
つ
ま
で

も
そ
の
よ
う
な
暴
力
の
行
使
を
す
る
と
「
黙
っ
て
な
い
ぞ
」
と
い
う
、
対

抗
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
構
築
す
る
技
術
と
し
て
非
暴
力
直
接
行
動
は
存
在
し
て

い
る
。
座
り
込
み
に
お
け
る
長
期
の
対
立
は
、
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
末

端
の
人
々
に
と
っ
て
、
傷
を
負
う
も
の
と
し
て
も
あ
る
こ
と
は
他
方
で
指

摘
で
き
よ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
所
与
の
空
間
で
の
生
を
豊
か
に
し
、

個
人
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
現
場
作
り
が
実
践
さ
れ
た
り
、
音
や

自
然
と
の
関
係
を
通
し
た
自
己
の
統
治
の
再
編
が
試
み
ら
れ
た
り
す
る
の

だ（
79
）。
座
り
込
み
と
い
う
動
詞
的
実
践
は
ゆ
え
に
敵
対
性
の
ト
ポ
ス
に
お



言語社会　第 9号　　52

構
築
す
る
と
同
時
に
、「
統
治
す
る
者
／
さ
れ
る
者
」
と
い
う
末
端
同
士

の
関
係
性
を
「
統
治
さ
れ
る
者
の
権
利
」
と
し
て
塗
り
替
え
よ
う
と
す
る

試
み
が

―
計
測
可
能
な
人
口
モ
デ
ル
お
よ
び
そ
の
調
整
的
帰
結
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
配
分
に
よ
り
眼
前
の
人
間
を
認
識
し
な
い
実
践
と

し
て

―
、
運
動
の
敵
手
へ
の
語
り
か
け
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
外
の
空

間
に
向
け
て
不
断
に
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
統
治
権
力
が
介
入
す
る
目
的

は
ゆ
え
に
、
直
接
行
動
の
対
立
軸
に
常
に
／
す
で
に
開
か
れ
て
い
る
「
統

治
さ
れ
る
者
」
同
士
の
潜
在
的
な
共
同
性
を
切
り
崩
し
、
そ
の
可
能
性
を

未
発
の
も
の
に
し
、
さ
ら
に
人
口
内
部
に
常
に
分
断
線
を
引
き
直
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。「
人
種
化
」
お
よ
び
「
寛
容
」
と
、「
統
治
さ
れ
る
者
の

権
利
」
が
せ
め
ぎ
合
う
場
と
し
て
の
非
暴
力
直
接
行
動
に
は
、
こ
れ
ら
の

様
々
な
分
断
線
に
抗
う
抵
抗
線
／
逃
走
線
を
創
り
だ
し
て
は
「
統
治
さ
れ

る
者
」
の
多
様
な
形
態
を
通
し
て
、
人
権
―
市
民
権
を
権
利
た
ら
し
め
る

道
を
、
法
の
内
外
に
発
見
し（

88
）、
多
様
な
編
成
で
連
結
し
て
い
く
こ
と
が

賭
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

謝
辞　

二
名
の
査
読
者
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
感
謝

を
申
し
上
げ
た
い
。

な
が
ら
、
普
遍
主
義
を
さ
ら
な
る
権
利
と
し
て
要
求
し
続
け
る
こ
と
は
い

か
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
、
酒
井
隆
史
が
フ
ー
コ
ー
を
介
し
て
述
べ

た
「
統
治
さ
れ
る
者
の
権
利
」（82
）が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
権
利
は
「
国

籍
や
事
実
上
の
市
民
権
」（83
）の
よ
う
な
資
格
を
必
要
と
せ
ず
、
万
人
が
既

に
分
有
し
て
い
る
「
統
治
さ
れ
る
者
」（84
）で
あ
る
と
い
う
事
実
が
根
拠
と

な
る
よ
う
な
市
民
権
で
あ
る
。
高
江
の
住
民
は
、
国
家
か
ら
も
市
民
社
会

の
主
体
で
あ
る
「
日
本
人
」
人
口
あ
る
い
は
対
抗
的
主
体
で
あ
る
「
沖
縄

人
」
人
口
か
ら
も
事
実
上
排
除
さ
れ
て
い
る（

85
）。「
二
級
市
民
」
や
「
市

民
以
下
」、
あ
る
い
は
非
国
民
や
時
代
の
残
余（

86
）と
し
て
主
体
化
さ
れ
た

人
々
の
結
節
点
と
し
て
の
社
会
運
動
の
場
、
こ
れ
は
個
人
的
自
己
統
治
と

全
体
的
統
治
を
同
時
に
塗
り
替
え
る
た
め
の
戦
略
的
な
空
間
的
ヘ
ゲ
モ
ニ

ー
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
空
間
は
、
現
場
に
お
け
る
テ
ン
ト
、
生

物
、
そ
し
て
人
間
な
ど
に
よ
る
仮
初
め
の
凝
集
性
と
し
て
構
成
さ
れ
、
同

時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
非
日
常
の
座
り
込
み
に
参
加
す
る
支
援
者
の
日

常
の
自
己
／
他
者
統
治
の
諸
空
間
（
労
使
関
係
、
家
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配

分
な
ど
）
と
も
接
続
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
直
接
対
峙
が
行
わ
れ
る
非

暴
力
直
接
行
動
の
現
場
に
お
い
て
争
点
を
盛
り
上
げ
る
「
敵
対
性
」（87
）を
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（
1
）
拙
稿
、
二
〇
一
三
ａ
「
沖
縄
社
会
運
動
を
『
聴
く
』

こ
と
に
よ
る
多
元
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
へ
向
け

て

―
沖
縄
県
東
村
高
江
の
米
軍
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設

に
反
対
す
る
座
り
込
み
を
事
例
に
」『
沖
縄
文
化
研

究
』
第
三
九
号
、
一
五
九
―
二
〇
九
頁
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
2
）
土
井
智
義
、
二
〇
一
三
「
米
国
統
治
期
の
『
琉
球
列

島
』
に
お
け
る
『
外
国
人
』（「
非
琉
球
人
」）
管
理

体
制
の
一
側
面

―
一
九
五
二
年
七
月
実
施
の
永
住

許
可
措
置
を
中
心
と
し
て
」『
沖
縄
県
公
文
書
館
研

究
紀
要
』
第
一
五
号
、
三
三
―
五
〇
頁
お
よ
び
二
〇

一
二
「
米
軍
占
領
期
に
お
け
る
『
国
民
』
／
『
外
国

人
』
と
い
う
主
体
編
成
と
植
民
地
統
治

―
大
東
諸

島
の
系
譜
か
ら
」『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
三
八
号
、

三
八
五
―
四
三
三
頁
。
米
軍
政
は
大
き
く
分
け
て
琉

球
列
島
米
国
軍
政
府
時
代
（
一
九
四
五
年
三
月
〜
一

九
五
〇
年
一
二
月
）、
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
時
代

（
一
九
五
〇
年
一
二
月
〜
一
九
五
七
年
六
月
）、
高
等

弁
務
官
時
代
（
一
九
五
七
年
六
月
〜
一
九
七
二
年
五

月
）
に
区
分
で
き
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
一
九
四

五
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
の
米
国
の
「
沖
縄
」
統

治
を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。

（
3
）
土
井
智
義
、
二
〇
一
四
「
米
国
統
治
期
に
お
け
る
在

沖
奄
美
住
民
の
法
的
処
遇
に
つ
い
て

―
琉
球
政
府

出
入
管
理
庁
文
書
を
中
心
と
し
て
」『
沖
縄
県
公
文

書
館
研
究
紀
要
』
第
一
六
号
、
一
一
―
三
六
頁
。

（
4
）D

oreen M
assey, 2005, For Space, London: 

Sage, 
p.101.

（
＝
森
正
人
・
伊
澤
高
志
訳
、
二
〇

一
四
『
空
間
の
た
め
に
』
月
曜
社
、
一
九
六
頁
。）

（
5
）Ibid.

（
6
）Clifford Geertz, 1973, T

he Interpretation of 
Cultures, N

ew
 Y

ork: Basic Books.

（
7
）
森
正
人
、
二
〇
一
四
「
訳
者
解
説　

ポ
ス
ト
人
間
中

心
主
義
の
空
間
」
マ
ッ
シ
ー
、
上
掲
所
収
、
三
九
四

頁
。

（
8
）Bruno Latour, 1993, W

e H
ave N

ever Been in 
M

odern, 
Cam

bridge: 
H

arvard 
U

niversity 
Press.

（
＝
川
村
久
美
子
訳
、
二
〇
〇
八
『
虚
構
の

「
近
代
」

―
科
学
人
類
学
は
警
告
す
る
』
新
評

論
。）、
春
日
直
樹
編
、
二
〇
一
一
『
現
実
批
判
の
人

類
学

―
新
世
代
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
』
世
界
思
想

社
。

（
9
）W

endy Brow
n, 2005, R

egulating A
version: 

T
olerance in the A

ge of Identity and E
m

pire, 
Princeton: Princeton Press.

（
＝
向
山
恭
一
訳
、

二
〇
一
〇
『
寛
容
の
帝
国

―
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

批
判
』
法
政
大
学
出
版
局
。）

（
10
）
拙
稿
二
〇
一
三
ａ
、
二
〇
一
三
ｂ
「
占
領
に
抗
う

―
東
村
高
江
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
反
対
闘
争
」
田

仲
康
博
編
『
占
領
者
の
ま
な
ざ
し

―
沖
縄
／
日
本

／
米
国
の
戦
後
』
せ
り
か
書
房
、
一
八
二
―
二
〇
六

頁
。

（
11
）
湧
田
ち
ひ
ろ
「
ヘ
リ
の
影　

住
民
不
安
／
高
江
着
陸

帯
工
事
再
開
一
カ
月
／
二
四
時
間
警
戒
／
風
圧
被
害　

究
明
進
ま
ず
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一
一
年
一

月
二
二
日
朝
刊
。

（
12
）（
一
）
普
通
交
付
税
の
算
定
項
目
に
安
全
保
障
へ
の

貢
献
度
を
加
え
た
こ
と
、（
二
）
総
理
本
府
の
所
管

で
行
わ
れ
た
島
田
懇
談
会
事
業
（
一
九
七
七
―
二
〇

一
二
年
度

：

約
八
六
八
億
円
支
出
）、（
三
）
Ｓ
Ａ
Ｃ

Ｏ
交
付
金
・
補
助
金
、（
三
）
北
部
振
興
事
業
（
二

〇
〇
〇
―
二
〇
一
一
年
度

：

一
一
二
〇
億
円
予
算
）、

（
四
）
米
軍
再
編
交
付
金
（
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
）。

特
に
（
五
）
の
米
軍
再
編
交
付
金
は
、
米
軍
再
編
の

進
行
状
況
に
伴
い
、
補
助
金
の
配
分
が
増
減
す
る
仕

組
み
に
な
っ
て
お
り
、
あ
か
ら
さ
ま
な
財
政
と
政
治

の
結
合
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。（
川
瀬
光
義
、
二

〇
一
三
『
基
地
維
持
政
策
と
財
政
』
日
本
経
済
評
論

社
、
一
〇
一
―
一
〇
七
頁
。）

（
13
）
島
袋
純
、
二
〇
一
〇
「
沖
縄
の
自
治
の
未
来
」
宮
本

憲
一
・
川
瀬
光
義
編
『
沖
縄
論

―
平
和
・
環
境
・

自
治
の
島
へ
』
岩
波
書
店
、
二
五
二
―
二
五
三
頁
。

（
14
）「
抗
議
で
も
み
合
い
住
民
転
倒
し
打
撲
／
高
江
ヘ
リ

パ
ッ
ド
工
事
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一
一
年
二

月
一
七
日
朝
刊
。

（
15
）「
国
、
早
朝
に
工
事
強
行
／
ヘ
リ
パ
ッ
ド
移
設
／
反

対
派
と
も
み
合
い
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一
一

年
二
月
二
四
日
朝
刊
。

（
16
）
二
〇
一
四
年
八
月
現
在
の
沖
縄
の
「
島
ぐ
る
み
」
市

民
運
動
も
高
江
の
住
民
運
動
に
言
及
し
て
い
な
い
。

阿
部
小
涼
は
こ
の
「
島
ぐ
る
み
」
の
政
治
的
限
界
に

対
し
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
。（「
論
壇　

北
部
訓

練
場
閉
鎖
要
求
を
「
島
ぐ
る
み
」
の
闘
い
を
高
江
で

も
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一
四
年
八
月
一
七

註
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日
。）

（
17
）「
高
江
訴
訟
判
決
要
旨
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一

二
年
三
月
一
五
日
朝
刊
。

（
18
）「
高
江
ヘ
リ
パ
ッ
ド
／
完
成
二
ヵ
所
を
先
行
提
供
／

月
内
に
も
」『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
四
年
八
月
九
日

朝
刊
。

（
19
）「
ヘ
リ
パ
ッ
ド
い
ら
な
い
」
住
民
の
会
「
高
江
裁
判

最
高
裁
上
告
棄
却
」
二
〇
一
四
年
六
月
一
八
日

﹇http:⊘⊘takae.tida.net⊘e64144213.htm
l

二

〇

一
四
年
八
月
二
日
ア
ク
セ
ス
﹈。

（
20
）「〔
社
説
〕
／
高
江
ヘ
リ
パ
ッ
ド
／
県
民
同
士
が
闘
う

不
条
理
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一
一
年
二
月
二

五
日
朝
刊
。

（
21
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
石
田
英
敬
・
小
野
正
嗣

訳
）、
二
〇
〇
七
『
社
会
は
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一

九
七
五
一
九
七
六
年
度
』
筑
摩
書
房
、
二
五
一
頁
。

（
22
）
同
上
、
二
五
二
頁
。

（
23
）
同
上
、
二
五
三
頁
。

（
24
）
同
上
、
二
五
四
頁
。

（
25
）
同
上
、
二
五
四
―
二
五
五
頁
。

（
26
）Brow

n, op. cit, p.75.

（
上
掲
一
〇
二
頁
）

（
27
）
と
り
わ
けBrow

n, 
2005

の
第
四
章
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
28
）
こ
れ
は
古
く
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
お
い
て

「
人
権
」
と
「
市
民
権
」
が
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
巡
る
論
争
か
ら
始
ま
る
認
識
で
あ
る
。
人
権
論
の

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
系
譜
に
つ
い
て
は
宇
野
重
規

「
保
守
主
義
と
人
権
」
市
野
川
容
孝
、
二
〇
一
一

『
人
権
の
再
問
』
法
律
文
化
社
、
一
五
八
―
一
七
六

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
29
）
宇
野
（
二
〇
一
一
上
掲
、
一
六
六
―
七
頁
）
は
、
マ

ル
ク
ス
が
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』
に
お
い
て
、

国
家
的
／
市
民
社
会
的
個
人
の
分
離
を
説
明
す
る
際

に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
（citoyen

）

と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
（bourgeois

）
と
い
う
言
葉
を
持

ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
当
時
の
マ

ル
ク
ス
が
「
利
己
主
義
的
人
間
に
基
礎
を
置
く
社

会
」
を
批
判
し
、
疎
外
を
乗
り
越
え
人
間
的
解
放
を

求
め
た
と
は
い
え
、「
人
権
を
利
己
主
義
と
結
び
つ

け
、
そ
の
よ
う
な
人
権
の
強
調
が
人
と
人
を
切
り
離

し
、
互
い
を
独
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
み
れ
ば
、
同
時
代
の
多
く
の

保
守
主
義
者
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」。
宇
野

の
マ
ル
ク
ス
の
引
用
箇
所
（
一
六
七
頁
）
は
、
原
書

で
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。（K

arl M
arx⊘Fried- 

rich Engels, W
erke, 

（K
arl

） D
ietz V

erlag, 
Berlin, Band1, Berlin⊘D

D
R, 1976, S. 347︲377, 

1, 5. K
orrektur Erstellt am

 30. 08. 1999.

）

（
30
）A

lberto M
elucci, 1996, Challenging Codes: 

Collective A
ction in Inform

ation A
ge, Cam

-
bridge: Cam

bridge U
niversity Press.

（
31
）
冨
山
一
郎
、
一
九
九
〇
『
近
代
日
本
社
会
と
「
沖
縄

人
」

―
「
日
本
人
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
』
日
本

経
済
評
論
社
、
二
八
一
頁
。

（
32
）
酒
井
直
樹
、
一
九
九
七
『
日
本
思
想
と
い
う
問
題

―
翻
訳
と
主
体
』
岩
波
書
店
、
二
八
―
二
九
頁
。

（
33
）
こ
れ
は
ま
さ
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の

「
寛
容
」
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
嫌
悪
を
管
理
す
る

の
か
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
政
治
の
統
治
技
術
の
根
幹
を

担
う
も
の
で
あ
る
。

（
34
）
多
田
治
、
二
〇
〇
八
『
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
を
旅
す
る

―
柳
田
国
男
か
ら
移
住
ブ
ー
ム
ま
で
』
中
央
公
論

新
社
。

（
35
）K

urayoshi 
T

akara, 
2013, 

“The 
ʻO

kinaw
a 

Base 
Problem

ʼ 
A

s 
Seen 

From
 

H
istory,

” 
H

ashim
oto 

A
kikazu, 

M
ike 

M
. 

M
ochizuki, 

and K
urayoshi T

akara 

（ed.

） T
he O

kinaw
a 

Q
uestion: Futenm

a, the U
.S.-Japan A

lliance, 
and 

R
egional 

Security, 
O

kinaw
a: 

N
ansei 

Shoto Industrial A
dvancem

ent Center.

（
36
）
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
「
国
家
的
」
と
い
う
言
葉
の
範

疇
は
、
土
井
（
二
〇
一
四
、
一
三
頁
）
が
述
べ
て
い

る
も
の
と
同
義
で
あ
る
。
土
井
は
「
琉
球
列
島
」
を

「
国
家
」
と
定
義
付
け
る
に
当
た
っ
て
以
下
の
よ
う

に
述
べ
る
。「
①
領
土
的
に
限
定
さ
れ
た
施
政
領
域

を
形
成
す
る
こ
と
、
②
植
民
地
主
義
批
判
が
形
式
的

に
普
遍
性
を
も
つ
国
際
関
係
の
な
か
で
従
属
的
領
域

と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
、
③
支
配
者
と
被
支
配
者

と
の
分
離
を
正
当
化
す
る
論
理
が
設
定
さ
れ
た
こ
と

と
い
う
三
点
か
ら
、『
国
家
』
形
態
を
持
ち
且
つ
植

民
地
的
な
『
植
民
地
的
国
家
』
と
し
て
『
琉
球
列

島
』
を
見
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、『
植
民
地
的

国
家
』
を
、
近
代
的
な
権
力
レ
ジ
ー
ム
の
な
か
で
構

成
さ
れ
る
諸
『
国
家
形
態
』
の
不
平
等
な
関
係
性
を
、

相
互
的
か
つ
階
層
的
に
関
連
し
合
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な

権
力
の
展
開
の
中
に
配
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え

る
こ
と
だ
。」

（
37
）
中
江
裕
司
（
中
沢
み
い
原
作
）
二
〇
〇
二
『
ホ
テ

ル
・
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
』（
九
二
分
）
が
典
型
的
な
ク



55　　「人種化」から「統治される者」たちの共同性へ

リ
シ
ェ
で
あ
る
。

（
38
）
植
民
地
統
治
に
お
い
て
市
民
的
経
済
的
主
体
化
と
い

う
西
洋
の
啓
蒙
図
式
か
ら
、
権
利
を
求
め
る
主
体
と

し
て
の
市
民
的
主
体
が
予
め
否
定
さ
れ
た
上
で
登
場

す
る
の
が
、
植
民
地
に
お
け
る
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
コ

ス
と
し
て
の
主
体
形
成
で
あ
る
と
す
るU

m
a 

K
al-

pagam

の
議
論
は
示
唆
的
で
あ
る
。
統
計
の
技
術

の
地
域
や
地
方
へ
の
浸
透
と
、
商
品
を
計
算
し
尽
く

す
と
い
う
植
民
地
と
宗
主
国
を
取
り
結
ぶ
統
治
の
関

係
性
は
、
様
々
な
統
計
自
体
に
価
値
と
権
威
を
付
与

し
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
を
一
つ
の
フ
ロ
ー
と
し
て
成

立
さ
せ
、「
経
済
」
な
る
も
の
を
一
つ
の
総
体
と
し

て
構
築
す
る
。
そ
の
過
程
で
「
諸
個
人individu-

als

」
と
い
う
一
九
世
紀
自
由
主
義
に
基
づ
い
た
、

権
利
を
求
め
る
も
の
と
し
て
の
市
民
的
個
人
（citi-

zen-individual

）
は
、
植
民
地
に
お
け
る
自
由
主

義
の
文
脈
で
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ

「
商
業
的
交
換
と
い
う
新
た
な
領
域
へ
と
強
制
さ
れ

た
個
人
は
、
市
場
経
済
に
お
け
る
ホ
モ
・
エ
コ
ノ

ミ
コ
ス
に
な
り
得
る
」
個
人
と
し
て
想
定
さ
れ
る

（U
m

a, 
K

alpagam
, 

2000, 

“Colonial 
govern-

m
entality and the ʻeconom

yʼ,

” Econom
y and 

Society, 29 

（3

）, 418︲438: 420

）。
こ
の
よ
う
な

論
理
に
お
い
て
市
民
―
経
済
個
人
主
義
か
ら
、
市
民

と
し
て
の
権
利
要
求
を
予
め
禁
止
さ
れ
た
も
の
と
し

て
、
植
民
地
統
治
性
に
お
け
る
非
市
民
―
経
済
個
人

主
体
が
出
現
す
る
条
件
が
設
定
さ
れ
る
。

（
39
）「
工
事
反
対
「
合
点
い
か
ぬ
」
／
高
江
ヘ
リ
パ
ッ
ド

移
設
／
防
衛
局
長
、
強
制
排
除
は
否
定
枯
れ
」『
沖

縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
五
日
朝
刊
。

（
40
）「
高
江
ヘ
リ
パ
ッ
ド
フ
ェ
ン
ス
工
事
／
民
主
県
連

『
住
民
に
説
明
を
』」『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
〇
年
二

月
二
〇
日
朝
刊
。

（
41
）
村
長
は
県
内
外
か
ら
の
発
言
へ
の
批
判
に
対
し
、
同

年
一
〇
月
二
七
日
に
高
江
区
の
臨
時
題
議
会
で
発
言

を
撤
回
し
、
謝
罪
し
た
。
こ
の
「
二
割
」
発
言
に
関

し
て
、
徳
田
匡
が
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
〇
日
の
沖

縄
タ
イ
ム
ス
に
お
い
て
「
人
種
化
」
の
論
理
で
あ
る

こ
と
を
的
確
に
批
判
し
て
い
る
。

（
42
）
建
設
立
地
は
、
そ
の
後
公
開
さ
れ
た
那
覇
防
衛
施
設

局
（
現
沖
縄
防
衛
局
）（
二
〇
〇
六
、『
北
部
訓
練
場

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
移
設
事
業
（
仮
称
）
環
境
影

響
評
価
図
書
』）
と
米
国
防
総
省
（2012, Final E

nvi- 
ronm

ental R
eview

 for Basing M
V

︲22 A
ircraft 

at M
CA

D
 Futenm

a and O
perating in Japan. 

﹇http:⊘⊘w
w

w
.m

od.go.jp⊘j⊘approach⊘anpo⊘
osprey⊘env_review

.pdf.

二
〇
一
四
年
八
月
二
八

日
ア
ク
セ
ス
﹈）
の
環
境
影
響
評
価
書
に
、
当
該
地

域
に
お
い
て
最
も
環
境
負
荷
が
少
な
い
地
域
と
し
て

選
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
選
定
方
法
に
つ
い

て
は
地
元
住
民
を
含
め
た
民
主
的
手
続
き
の
欠
如
、

お
よ
び
人
間
の
生
活
環
境
へ
の
影
響
評
価
が
著
し
く

欠
如
し
て
い
る
と
い
う
認
識
論
的
な
諸
問
題
が
内
包

さ
れ
て
い
る
。

（
43
）
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
報
告
内
で
は
、
北
部
訓
練
場
の
過
半
（
約

三
九
八
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
二

〇
一
三
年
現
在
の
北
部
訓
練
場
の
施
設
面
積
七
八
二

四
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
割
る
と
、
五
〇
・
九
五
％
が

返
還
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
知
事
公
室
基
地

対
策
課
、
二
〇
一
三
「
Ｆ
Ａ
Ｃ
六
〇
〇
一
北
部
訓
練

場
」﹇http:⊘⊘w

w
w

.pref.okinaw
a.jp⊘site⊘chi-

jiko⊘kichitai⊘1172.htm
l.

二
〇
一
四
年
八
月
二
八

日
ア
ク
セ
ス
﹈。

（
44
）Brow

n, op. cit., p.203.

（
上
掲
二
七
七
頁
）

（
45
）Ibid., p.204.

（
同
上
二
七
九
頁
）

（
46
）Ibid.

（
47
）Ibid.

（
48
）Ibid.

（
49
）Ibid., p.202.

（
同
上
二
七
六
頁
）

（
50
）Ibid., p.96.

（
同
上
一
三
〇
頁
）

（
51
）
酒
井
直
樹
、
二
〇
〇
八
『
希
望
と
憲
法
日
本
国
憲
法

の
発
話
主
体
と
応
答
』
以
文
社
、
二
八
四
頁
。

（
52
）
同
上
。

（
53
）
大
城
常
夫
・
高
良
倉
吉
・
真
栄
城
守
定
編
著
、
二
〇

〇
〇
『
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

―
沖
縄
発
・
知
的

戦
略
』
ひ
る
ぎ
社
。
こ
れ
に
対
す
る
批
評
が
多
く
の

知
識
人
か
ら
成
さ
れ
た
。
そ
の
多
く
は
二
〇
〇
〇
年

の
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
で
（
新
川
明
、
新
崎
盛
暉
、

仲
里
効
、
石
原
昌
家
、
比
屋
根
照
夫
、
目
取
真
俊
）

表
明
さ
れ
た
。

（
54
）T

akara, op. cit., p.7.

（
55
）Ibid., p.10.

（
56
）Ibid.

（
57
）
酒
井
、
上
掲
、
二
八
〇
―
二
八
一
頁
。

（
58
）Y

ukie Y
oshikaw

a, 2012, 

“Misunderstandings 
on the U

S M
ilitary Bases in O

kinaw
a,

” Csis. 
org 

﹇http:⊘⊘csis.org⊘files⊘publication⊘
pac1224A

.pdf. A
ccessed June 28, 2013

﹈.

ガ
バ

ン
・
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
・
乗
松
聡
子
「
沖
縄
に
つ
い
て

の
『
誤
解
』

―
沖
縄
県
『
地
域
安
全
政
策
課
』
主
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任
研
究
員
の
米
国
シ
ン
ク
タ
ン
ク
寄
稿
文
に
つ
い

て
」
二
〇
一
二
年
四
月
一
八
日
﹇http:⊘⊘peacephi 

losophy.blogspot.jp⊘2012⊘04⊘blogpost_18.
htm

l.
二
〇
一
三
年
六
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
﹈。

（
59
）
ブ
ロ
グ
の
レ
ス
ポ
ン
ス
で
は
、
浦
島
悦
子
、
吉
川
健

正
、
宮
城
康
博
な
ど
が
批
判
の
コ
メ
ン
ト
を
展
開
し

て
い
る
。

（
60
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
高
桑
和
巳
訳
）、
二
〇
〇

七
『
安
全
・
領
土
・
人
口

―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九
七
七
一
九
七
八
年
度
』
筑
摩

書
房
、
五
七
頁
。

（
61
）
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
・
乗
松
、
前
掲
の
翻
訳
文
に
は
、
以

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
四
月
一
二
日
の
時

点
で
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
記
事
に
は
、「
大
ざ
っ

ぱ
に
い
っ
て
、
沖
縄
で
は
基
地
賛
成
は
二
〇
％
、
反

基
地
は
二
〇
％
、
残
り
の
六
〇
％
は
物
言
わ
ぬ
多
数

派
」
と
、
具
体
的
な
数
字
が
つ
い
て
い
た
が
、
四
月

一
五
日
の
時
点
で
こ
の
部
分
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。」

（
62
）
マ
コ
ー
マ
ッ
ク
・
乗
松
、
同
上
、
お
よ
びY

oshikaw
a, 

op. cit., p.2.

（
63
）
酒
井
、
二
〇
〇
八
上
掲
、
二
三
頁
。

（
64
）
土
井
、
二
〇
一
四
上
掲
、
三
四
頁
。

（
65
）
真
喜
志
好
一
、
二
〇
〇
〇
「
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合
意
の
か
ら

く
り
を
暴
く
」
真
喜
志
好
一
・
崎
浜
秀
光
・
東
恩
納

琢
磨
・
高
里
鈴
代
・
真
志
喜
ト
ミ
・
国
政
美
恵
・
浦

島
悦
子
著
『
沖
縄
ま
も
う
だ
ま
さ
れ
な
い

―
基
地

建
設
＝
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合
意
の
か
ら
く
り
を
撃
つ
』
高
文

研
、
六
一
―
一
三
八
頁
。

（
66
）
鳥
山
淳
、
二
〇
〇
九
「
一
九
五
〇
年
代
沖
縄
の
軍
用

地
接
収

：

伊
江
島
と
伊
佐
浜
そ
し
て
辺
野
古
」『
歴

史
評
論
』
七
一
二
、
一
八
二
頁
。

（
67
）D

epartm
ent of D

efense, 2012, E
nvironm

en-
tal R

eview
 for Basing M

V
︲22 A

ircraft at 
M

CA
S Futenm

a and O
perating in Japan,

” 
p.ES︲3. 

﹇http:⊘⊘w
w

w
.m

od.go.jp⊘j⊘approach⊘
anpo⊘osprey⊘env_review

.pdf. 
accessed 

on 
July 20 2014

﹈

（
68
）Ibid., p.ES︲4.

（
69
）Ibid., pp.4︲39.

（
70
）Ibid., pp.4︲43.

（
71
）
金
高
望
、
二
〇
〇
九
「
公
開
法
廷
で
審
議
を
／
不
明

確
な
『
国
策
上
の
損
害
』」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇

〇
九
年
三
月
一
六
日
朝
刊
。

（
72
）
沖
縄
・
生
物
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
二
〇
一
〇
「
高

江
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
計
画
に
関
す
る
公
開
質
問
状
」

六
―
九
頁
。﹇http:⊘⊘w

w
w

.jca.apc.org⊘H
H

K
⊘2 

010⊘624takae_pubuquest.pdf

二
〇
一
〇
年
八

月
一
日
ア
ク
セ
ス
﹈

（
73
）
比
嘉
康
文
、
二
〇
〇
一
『
鳥
た
ち
が
村
を
救
っ
た
』

同
時
代
社
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
74
）
酒
井
、
二
〇
〇
八
上
掲
、
二
六
七
―
二
九
一
頁
。

（
75
）
同
上
、
二
八
二
頁
。
こ
の
自
ら
の
「
非
日
本
人
」
で

あ
る
こ
と
の
否
定
は
、
決
し
て
抑
圧
的
な
力
の
み
に

規
定
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
冨
山

（
上
掲
二
八
一
頁
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
危
険
を
回

避
し
た
自
己
同
定
の
「
喜
び
」
と
し
て
感
覚
さ
れ
る

こ
と
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。

（
76
）M

assey, op. cit., p.147.

（
上
掲
二
七
八
頁
）

（
77
）Ibid., p.148.

（
同
上
二
七
九
頁
）

（
78
）
酒
井
隆
史
、
二
〇
〇
四
『
暴
力
の
哲
学
』
河
出
書
房

新
社
、
四
九
―
五
〇
頁
。

（
79
）
社
会
運
動
空
間
の
重
層
性
、
お
よ
び
人
間
の
自
然
に

生
き
る
生
物
種
へ
認
識
を
通
し
た
反
省
的
「
人
間

化
」
と
し
て
の
ア
ー
ト
に
つ
い
て
は
拙
稿
二
〇
一
四
、

「
直
接
行
動
の
解
釈
学

―
沖
縄
県
東
村
高
江
の
米

軍
基
地
建
設
に
反
対
す
る
座
り
込
み
を
事
例
に
」

『
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
』
第
二
九
号
、
立
命
館
大
学
、

九
五
―
一
一
八
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
で
は

紙
幅
の
関
係
で
十
全
に
展
開
で
き
な
か
っ
た
が
、
軍

事
設
備
や
軍
事
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
な
ど
の
非
生
物
的
モ

ノ
の
諸
編
成
（
商
品
化
お
よ
び
統
治
の
対
象
化
）
と

人
間
内
の
位
階
的
構
成
の
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
歴
史

的
関
係
性
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
人
間
―
非
人
間
に

よ
る
社
会
運
動
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
る
。

（
80
）
繰
り
返
し
反
復
／
反
覆
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い

て
は
、
阿
部
小
涼
、
二
〇
一
一
「
繰
り
返
し
変
わ
る

―
沖
縄
に
お
け
る
直
接
行
動
の
現
在
形
」『
政
策

科
学
・
国
際
関
係
論
集
』
一
三
号
、
六
一
―
九
〇
頁

が
示
唆
的
で
あ
る
。

（
81
）
人
権
と
安
全
の
近
代
社
会
に
お
け
る
分
か
ち
が
た
い

系
譜
の
考
察
と
し
て
は
、
市
野
川
容
孝
、
二
〇
一
一

「
安
全
性
の
論
理
と
人
権
」
市
野
川
編
『
人
権
の
再

問
』
一
九
七
―
二
二
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
82
）
酒
井
隆
史
、
二
〇
〇
一
『
自
由
論
』
青
土
社
、
三
九

八
頁
お
よ
び
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
石
田
靖
夫

訳
）、
二
〇
〇
〇
「
ク
ラ
ウ
ス
・
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
は

送
還
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
蓮
實
重
彦
・
渡
邉
守
章

監
修
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
六

―
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
・
真
理
』
筑
摩
書
房
、
五
〇
二
頁
。

（
＝1997, 

“Vaton extrader K
laus Croissant?

”, 
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）

（
83
）
酒
井
、
同
上
、
四
〇
一
頁
。

（
84
）
同
上
。

（
85
）
阿
部
、
二
〇
一
四
前
掲
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
阿

部
、
二
〇
一
一
前
掲
、
六
八
頁
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
高
江
の
運
動
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
が
「
座
り
込
む
こ
と
で
現
場
に
創
造
さ

れ
る
親
密
圏
」
と
の
間
で
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
同
時
に
、
映
画
『
標
的
の
村
』（
三
上
智
恵
監

督
、
二
〇
一
三
年
）
で
は
、
自
ら
を
「
住
民
」
と
語

る
運
動
側
の
人
物
が
、
工
事
業
者
の
作
業
員
に
か
ら

「
ナ
イ
チ
ャ
ー
だ
ろ
、
帰け

ぇ
ー
れ
」
と
呼
ば
れ
る
場

面
が
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
「
沖
縄
人
主
体
」
か

ら
「
住
民
と
支
援
者
」
に
対
す
る
人
種
的
発
話
が
作

用
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
に
よ
る
人
口
統
治
権
力
は
、
運
動
内
部

を
も
主
体
を
媒
介
し
な
が
ら
貫
通
し
て
い
く
。

（
86
）
そ
こ
に
は
か
つ
て
復
帰
運
動
や
階
級
闘
争
の
時
代
に

お
い
て
主
要
な
役
割
を
担
っ
た
労
働
組
合
員
も
含
ま

れ
よ
う
。

（
87
）
酒
井
隆
史
、
二
〇
〇
四
上
掲
、
三
九
―
四
〇
頁
。

（
88
）（
憲
）
法
を
「
法
た
ら
し
め
る
」
こ
と
に
関
し
て
は
、

新
城
郁
夫
、
二
〇
〇
四
「
法
を
問
い
法
を
求
め
る

人
々
へ
の
信
頼

―
徐
京
植
さ
ん
へ
の
応
答
」『
前

夜
』
第
一
期
、
一
二
八
―
一
三
五
頁
が
示
唆
的
で
あ

る
。


